
階層 年齢区分 1人目 2人目 3人目以降 階層 基準額

第１
階層

全 員 0 0 0
第１
階層

0

３ 歳 未 満 児 7,650 4,500 0 9,000 15% 1,350

３ 歳 以 上 児 5,100 3,000 0 6,000 15% 900

３ 歳 未 満 児 15,600 9,750 0 19,500 20% 3,900

３ 歳 以 上 児 13,200 8,250 0 16,500 20% 3,300

３ 歳 未 満 児 16,580 9,750 0 19,500 15% 2,920

３ 歳 以 上 児 14,030 8,250 0 16,500 15% 2,470

３ 歳 未 満 児 22,500 15,000 0 30,000 25% 7,500

３ 歳 以 上 児 20,250 13,500 0 27,000 25% 6,750

３ 歳 未 満 児 24,000 15,000 0 30,000 20% 6,000

３ 歳 以 上 児 21,600 13,500 0 27,000 20% 5,400

３ 歳 未 満 児 28,930 22,250 0 44,500 35% 15,570

３ 歳 以 上 児 26,980 20,750 0 41,500 35% 14,520

３ 歳 未 満 児 31,150 22,250 0 44,500 30% 13,350

３ 歳 以 上 児 29,050 20,750 0 41,500 30% 12,450

３ 歳 未 満 児 39,650 30,500 0 61,000 35% 21,350

３ 歳 児 33,160 25,500 0 51,010 35% 17,850

４ 歳 以 上 児 29,200 22,450 0 44,910 35% 15,710

３ 歳 未 満 児 42,700 30,500 0 61,000 30% 18,300

３ 歳 児 35,710 25,500 0 51,010 30% 15,300

４ 歳 以 上 児 31,440 22,450 0 44,910 30% 13,470

３ 歳 未 満 児 56,00056,00056,00056,000 40,000 0 80,000 30% 24,000

３ 歳 児 35,710 25,500 0 51,010 30% 15,300

４ 歳 以 上 児 31,440 22,450 0 44,910 30% 13,470

３ 歳 未 満 児 56,00056,00056,00056,000 40,000 0 104,000 30% 48,000

３ 歳 児 35,710 25,500 0 51,010 30% 15,300

４ 歳 以 上 児 31,440 22,450 0 44,910 30% 13,470
※※※※1111：：：：第第第第11111111階層階層階層階層のののの3333歳未満児歳未満児歳未満児歳未満児のののの保育所保育料徴収額保育所保育料徴収額保育所保育料徴収額保育所保育料徴収額はははは56565656,,,,000000000000円円円円であるがであるがであるがであるが、、、、急激急激急激急激なななな負担増負担増負担増負担増をををを軽減軽減軽減軽減するためするためするためするため段階的段階的段階的段階的にににに引引引引きききき上上上上げるげるげるげる。。。。

（（（（HHHH21212121年度年度年度年度はははは47474747,,,,000000000000円円円円、、、、HHHH22222222年度年度年度年度はははは51515151,,,,000000000000円円円円、、、、HHHH23232323年度年度年度年度からはからはからはからは、、、、56565656,,,,000000000000円円円円とするとするとするとする。）。）。）。）
※※※※3333：：：：母子母子母子母子・・・・父子父子父子父子・・・・在宅障害児在宅障害児在宅障害児在宅障害児（（（（者者者者））））のいるのいるのいるのいる世帯世帯世帯世帯（（（（２２２２～～～～４４４４階層階層階層階層））））はははは、、、、下欄下欄下欄下欄、、、、別表別表別表別表をををを参照参照参照参照。。。。５５５５階層以上階層以上階層以上階層以上はははは、、、、減免減免減免減免はありませんはありませんはありませんはありません。。。。
　　　　別表別表別表別表

1人目 2人目 3人目以降 階層 基準額

３ 歳 未 満 児 0 0 0 0

３ 歳 以 上 児 0 0 0 0

３ 歳 未 満 児 14,800 9,250 0 18,500 20% 3,700

３ 歳 以 上 児 12,400 7,750 0 15,500 20% 3,100

３ 歳 未 満 児 15,730 9,250 0 18,500 15% 2,770

３ 歳 以 上 児 13,180 7,750 0 15,500 15% 2,320

1人目 2人目 3人目以降

　同一世帯から保育所の他に、幼稚園・認
定こども園・特別支援学校幼稚部・知的障害
児通園施設・難聴幼児通園施設・肢体不自
由児施設通園部、情緒障害児短期治療施
設通所部、児童デイサービスを利用している
児童も算定対象人数に含め、2222人目人目人目人目のののの保育保育保育保育
料料料料をををを国国国国のののの基準額基準額基準額基準額よりよりよりより50505050%%%%軽減軽減軽減軽減、、、、3333人目以降人目以降人目以降人目以降のののの
保育料保育料保育料保育料をををを無料無料無料無料としますとしますとしますとします。。。。

 ※ただし、算定対象であった児童が就学す
ると、その児童は算定対象人数からはずれ
ますのでご注意ください。

市の単独補助

県の単独補助

　上記に加え、市の補助として、1111人目人目人目人目のののの保保保保
育料育料育料育料をををを国国国国のののの基準額基準額基準額基準額よりよりよりより15151515～～～～35353535％％％％軽減軽減軽減軽減しましましましま
すすすす。。。。

　県の単独事業としてH20～H27に限り、保保保保
育所育所育所育所をををを利用利用利用利用しているしているしているしている第第第第3333子以降子以降子以降子以降のののの児童児童児童児童のののの第第第第
6666階層階層階層階層までのまでのまでのまでの6666,,,,000000000000円円円円をををを超超超超えるえるえるえる保育料保育料保育料保育料にににに対対対対しししし
てててて0000～～～～2222歳児歳児歳児歳児はははは4444,,,,500500500500円円円円、、、、3333～～～～5555歳児歳児歳児歳児はははは3333,,,,000000000000円円円円
をををを限度限度限度限度にににに助成助成助成助成がありますがありますがありますがあります。。。。該当するのは、
網掛けの児童が第3子以降(18歳未満で算
定)の場合のみで、保護者へ保育料確定後
に申請書を送付します。

市補助率・市補助額

２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上
４ １ ３ ， ０ ０ ０ 円 未 満

第２
階層

４ １ ３ ， ０ ０ ０ 円 以 上
７ ３ ４ ， ０ ０ ０ 円 未 満

月の途中の入所・退所の場合
でも保育料は全額徴収します。
（日割り計算はありません）

階 層 区 分

第２
階層

第３
階層第４

階層

第２
階層

第３
階層

第４
階層

第３
階層

１ ０ ３ ， ０ ０ ０ 円 以 上
２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 未 満

  この表でいう税の額とは、国税電
子申告納税ｼｽﾃﾑ(e-Tax)控除・
住宅取得控除・配当控除・外国税
額控除・ふるさと納税控除等の適
用はありません。

第11
階層

第７
階層

４ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上
７ ０ ， ０ ０ ０ 円 未 満 第５

階層

国徴収基準

第７
階層

第６
階層

第８
階層

第９
階層

保 育 料

７ ３ ４ ， ０ ０ ０ 円 以 上

国徴収基準

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び、中国
残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立
の支援に関する法律による支援給付受給世帯

市
町
村
民
税

非 課 税 世 帯

均 等 割
課 税 世 帯

第６
階層

定　　　　　　義

第３
階層

２ ０ ， ０ ０ ０ 円 未 満

第４
階層

第1階層及び第5～11
階層を除き、前年分
の所得税非課税世帯
であって、前年度分
の市町村民税の額の
区分が次の区分に該
当する世帯

第２
階層

兄弟姉妹で入所の場合
市補助率・市補助額

平 成 ２３ 年 度 保 育 料 徴 収 基 準 表

第1階層を除き、前年

分の所得税課税世帯

であって、その所得税

の額の区分が次の区

分に該当する世帯

第８
階層

第10
階層

第５
階層

保 育 料

７ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上
１ ０ ３ ， ０ ０ ０ 円 未 満

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

均 等 割 ＋ 所 得 割
課 税 世 帯

２ ０ ， ０ ０ ０ 円 以 上
４ ０ ， ０ ０ ０ 円 未 満

1人目 3人目以降2人目

※1※1※1※1

※1※1※1※1


